
◎
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持

増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経

営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
（
平
成
二
四
年
六
月
二
七
日
法
律
第
四
二
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
四
年
四
月
一
〇
日
・
参
議
院
農
林
水
産
委

員
会

）

○
国
務
大
臣
（
鹿
野
道
彦
君
）

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維

持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
主
要

な
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

国
有
林
野
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
、
奥
地
の
水
源
地
域
な
ど
に
多
く
所
在

す
る
国
有
林
野
に
つ
い
て
、
そ
の
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
基
本
と
し

つ
つ
、
特
別
会
計
に
よ
り
企
業
的
に
運
営
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。一

方
、
我
が
国
森
林
・
林
業
の
状
況
を
見
る
と
、
国
有
林
及
び
民
有
林

を
通
じ
た
森
林
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
が
強
く
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
国
有
林
に
隣
接
す
る
民
有
林
に
お
い
て
十
分

な
整
備
や
保
全
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
も
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
国
有
林
野
事
業
に
つ
い
て
、
国
有
林
と

民
有
林
の
一
体
的
な
整
備
及
び
保
全
を
図
る
た
め
の
仕
組
み
を
創
設
す
る

と
と
も
に
、
特
別
会
計
に
よ
り
企
業
的
に
運
営
す
る
事
業
か
ら
、
一
般
会

計
で
実
施
す
る
事
業
に
見
直
す
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
主
要
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

第
一
に
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
で
あ
り

ま
す
。

国
有
林
野
事
業
に
つ
い
て
、
国
有
林
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保
全
を

行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
に
つ
い
て
も
整
備
及
び
保
全
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
森
林
管
理
局
長
が

定
め
る
国
有
林
野
の
管
理
経
営
の
計
画
に
、
国
有
林
と
民
有
林
の
一
体
的

な
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

ま
た
、
分
収
造
林
及
び
分
収
育
林
の
制
度
に
つ
い
て
、
長
伐
期
施
業
を

推
進
す
る
た
め
、
契
約
の
存
続
期
間
を
延
長
で
き
る
よ
う
に
見
直
す
と
と

も
に
、共
用
林
野
制
度
に
つ
い
て
、国
有
林
野
内
の
林
産
物
を
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
と
し
て
共
同
の
利
用
に
供
す
る
た
め
、
そ
の
採
取
を
国
有
林
所
在
市
町

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

一
四
九



村
の
住
民
が
国
と
の
契
約
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
森
林
法
の
一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。

森
林
管
理
局
長
は
、
国
有
林
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保
全
を
行
う
こ

と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
の
森
林
所
有
者
等
と
協
定
を
締
結
し
、

森
林
の
整
備
及
び
保
全
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。

企
業
的
運
営
の
た
め
の
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
を
廃
止
し
、
平
成
二

十
五
年
度
か
ら
国
有
林
野
事
業
を
一
般
会
計
の
事
業
と
す
る
と
と
も
に
、

現
在
の
特
別
会
計
の
債
務
を
国
民
の
負
担
と
せ
ず
、
国
有
林
野
の
林
産
物

収
入
等
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
そ
の
処
理
を
経

理
す
る
た
め
の
暫
定
的
な
特
別
会
計
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

四
に
、
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
等
で
あ
り
ま
す
。

国
有
林
野
事
業
に
つ
い
て
企
業
的
運
営
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
国

有
林
野
事
業
に
係
る
労
働
関
係
や
給
与
に
関
す
る
特
例
等
を
廃
止
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
主
要
な
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告（
平
成
二
四
年
四
月
一
六
日
）

○
小
川
勝
也
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
農
林
水
産
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る

た
め
、
国
有
林
野
事
業
に
つ
い
て
、
国
有
林
と
民
有
林
の
一
体
的
な
整
備

及
び
保
全
を
図
る
た
め
の
仕
組
み
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
特
別
会
計
に

よ
り
企
業
的
に
運
営
す
る
事
業
か
ら
、
一
般
会
計
で
実
施
す
る
事
業
に
見

直
す
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
有
林
野
事
業
を
一
般
会
計
に
移
行
さ
せ

る
こ
と
の
意
義
、
累
積
債
務
返
済
の
見
通
し
、
国
有
林
野
事
業
に
お
け
る

人
員
確
保
と
技
術
継
承
の
必
要
性
、
森
林
の
除
染
に
対
す
る
取
組
方
針
、

森
林
の
広
葉
樹
林
化
又
は
針
広
混
交
林
化
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま

す
。質

疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

一
五
〇



○
附
帯
決
議（
平
成
二
四
年
四
月
一
二
日
）

森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
厳
し
い
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
林
業
を
活
性
化
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
森
林
・
林
業
に

と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
我
が
国
森
林
面
積
の
三
割
を
占
め

る
国
有
林
を
一
般
会
計
に
お
い
て
管
理
経
営
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
有

林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
発
揮
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
森

林
・
林
業
の
再
生
、
そ
し
て
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
一
層
寄
与
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
努
め

る
べ
き
で
あ
る
。

一

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
復
興
に
向
け
、
海
岸
防
災
林
の
再
生
、
復

興
需
要
に
応
じ
た
木
材
の
安
定
供
給
、
地
域
雇
用
の
創
出
、
森
林
の
除

染
等
に
つ
い
て
、
国
有
林
野
事
業
の
組
織
・
技
術
・
資
源
の
積
極
的
な

活
用
に
努
め
る
こ
と
。

二

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
間
伐
等
の
森
林
吸
収
源
対
策
や
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大
に
向
け
た
木
材
・
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利

用
拡
大
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
安
定
財
源
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
間
伐
材
の
活
用
や
公
共
建
築
物
に
お
け
る
木
材
利
用
の
促
進

な
ど
国
産
材
の
需
要
拡
大
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
。

三

森
林
・
林
業
の
再
生
に
当
た
っ
て
は
、
森
林
施
業
の
集
約
化
、
高
性

能
林
業
機
械
の
導
入
、
効
率
的
な
路
網
整
備
、
こ
れ
ら
を
担
う
人
材
の

育
成
等
に
つ
い
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
・
森
林
組
合
・
林
業
事
業
体

・
森
林
所
有
者
等
が
相
互
の
連
携
を
深
め
な
が
ら
、
着
実
な
推
進
を
図

る
こ
と
。

四

森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
確
保
す
る
た
め
、
水
源
林
の
保
全
や

森
林
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
地
籍
調
査

へ
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。

五

最
近
の
山
地
災
害
の
頻
発
や
そ
の
被
害
の
増
加
を
踏
ま
え
、
治
山
事

業
の
確
実
な
実
施
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
予
算
の
確
保
を
図
る

こ
と
。

六

ス
ギ
花
粉
症
が
都
市
部
を
中
心
に
社
会
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
少
花
粉
ス
ギ
等
の
開
発
・
普
及
、
苗
木
供
給
体
制
の
整

備
、
広
葉
樹
林
化
等
の
花
粉
発
生
源
対
策
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ

と
。

七

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
が
承
継
す
る
債
務
の
円
滑
な
償

還
を
図
る
た
め
、
間
伐
等
の
森
林
整
備
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も

に
、
国
有
林
野
事
業
の
一
層
効
率
的
な
運
営
に
取
り
組
む
こ
と
。

八

地
域
ご
と
の
木
材
価
格
や
需
給
動
向
を
把
握
・
分
析
し
、
価
格
安
定

に
向
け
て
供
給
調
整
を
図
る
こ
と
。

九

国
有
林
野
事
業
の
一
般
会
計
へ
の
円
滑
な
移
行
に
当
た
っ
て
は
、
地

域
の
森
林
・
林
業
へ
の
支
援
及
び
国
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維

持
・
増
進
の
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
現

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

一
五
一



場
管
理
の
実
情
を
踏
ま
え
た
適
正
な
定
員
規
模
等
の
確
保
・
組
織
体
制

の
構
築
、
人
材
の
確
保
、
技
術
の
継
承
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

三
、
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告（
平
成
二
四
年
六
月
二
一
日
）

○
吉
田
公
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
農
林
水
産
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
最
近
に
お
け
る
森
林
及
び
林
業
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
に

鑑
み
、
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
、
国

有
林
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保
全
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る

民
有
林
に
つ
い
て
、
国
が
森
林
所
有
者
等
と
協
定
を
締
結
し
て
そ
の
整
備

及
び
保
全
を
行
う
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
国
有
林
野
事
業
を
企
業

的
に
運
営
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
を
廃
止
す

る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
去
る
四
月
十
六
日
参
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
、
同
日
本
委

員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
同
月
十
八
日
鹿
野
農
林
水
産
大
臣
か
ら
提

案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
六
月
二
十
日
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
質

疑
終
局
後
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
四
年
六
月
二
〇
日
）

我
が
国
の
森
林
面
積
の
三
割
を
占
め
る
国
有
林
野
は
、
森
林
の
有
す
る

多
面
的
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
を
図
り
、
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

林
業
を
活
性
化
す
る
と
と
も
に
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の

円
滑
か
つ
迅
速
な
推
進
を
図
る
上
で
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
極
め
て

重
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
左
記
事
項
の
実
現
に
万
全

を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

記

一

国
有
林
野
事
業
の
一
般
会
計
化
に
伴
い
、
新
た
に
設
置
す
る
国
有
林

野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
お
い
て
既
存
債
務
の
処
理
を
経
理
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
新
た
な
国
民
負
担
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
の
基
本
的
な

方
針
の
下
、
従
前
ど
お
り
、
毎
年
度
、
利
子
補
給
に
係
る
必
要
な
予
算

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
が
承
継
す
る
債
務
に
つ
い
て

は
、
林
産
物
収
入
等
に
よ
り
着
実
な
償
還
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
国
有
林

野
事
業
の
一
層
効
率
的
か
つ
適
正
な
運
営
に
取
り
組
む
こ
と
。
そ
の

際
、
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
に
十
分
配
意
す
る

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

一
五
二



こ
と
。

三

公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
、
民
有
林
と
の
一
体
的
な
整
備
及
び
保
全

の
推
進
等
国
有
林
野
事
業
に
求
め
ら
れ
る
多
様
な
役
割
が
確
実
に
果
た

さ
れ
る
よ
う
、
厳
し
い
財
政
状
況
や
国
有
林
野
事
業
の
現
場
管
理
の
実

情
を
踏
ま
え
た
適
正
な
定
員
規
模
等
の
確
保
、
組
織
体
制
の
構
築
、
人

材
の
育
成
、
技
術
の
継
承
等
を
図
る
と
と
も
に
、
国
有
林
野
事
業
の
職

員
の
労
働
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
。

四

新
た
に
創
設
さ
れ
る
国
有
林
と
民
有
林
の
一
体
的
な
整
備
及
び
保
全

を
推
進
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維

持
増
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
活
用
す
る

こ
と
。
ま
た
、
森
林
の
整
備
・
水
源
林
の
保
全
に
係
る
施
策
に
つ
い
て

は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
・
森
林
組
合
・
林
業
事
業
体
・
森
林
所
有
者

等
の
連
携
を
一
層
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
着
実
に
推
進
す
る
と
と
も

に
、
必
要
な
地
籍
調
査
へ
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。

五

平
成
二
十
五
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
京
都
議
定
書
第
二
約
束
期
間
へ
の

参
加
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
五
年
以
降
の
森
林
吸
収
源
対
策

に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
石
油
石
炭
税
に
係
る「
地

球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
課
税
の
特
例
」
に
よ
る
税
収
の
使
途
に
、
森

林
吸
収
源
対
策
が
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

六

木
材
価
格
が
安
定
的
に
推
移
し
、
山
元
へ
の
収
益
の
還
元
が
図
ら
れ

る
よ
う
、
外
材
価
格
及
び
為
替
レ
ー
ト
に
も
留
意
し
つ
つ
、
地
域
ご
と

の
木
材
価
格
や
需
給
動
向
を
把
握
、
分
析
し
、
木
材
供
給
の
調
整
を
図

る
こ
と
。
ま
た
、
間
伐
材
の
活
用
や
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
利

用
の
促
進
な
ど
国
産
材
の
需
要
拡
大
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
。

七

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
、
海
岸
防
災
林
の
再

生
、
復
興
需
要
に
応
じ
た
木
材
の
安
定
供
給
、
地
域
雇
用
の
創
出
、
森

林
の
除
染
等
を
着
実
に
進
め
る
た
め
、
国
有
林
野
事
業
の
組
織
・
技
術

・
資
源
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
。

八

多
額
の
累
積
債
務
を
抱
え
る
都
道
府
県
林
業
公
社
に
つ
い
て
、
都
道

府
県
の
要
望
、
厳
し
い
財
政
状
況
や
低
迷
す
る
木
材
価
格
の
動
向
を
踏

ま
え
、
着
実
な
債
務
返
済
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
一
層
効
率
的
か
つ

効
果
的
な
森
林
経
営
の
推
進
に
必
要
な
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま

た
、
平
成
二
十
五
年
以
降
の
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
を
確
実
に
達
成

す
る
た
め
、
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に

よ
る
地
方
財
政
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
検
討
の
上
、
法
的

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

一
五
三
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